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開会 午前11時23分 

○委員長（萱野哲也君） ただいまから文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日の出席７名全員であります。 

 これより、所管事務調査を行います。 

 それでは、報告事項の１、ブトワール市・総社市障がい者施策に関する協定について、当局の報

告を願います。 

 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） それでは、ブトワール市・総社市障がい者施策に関する協定について

御説明いたします。 

 資料１の２ページを御覧ください。 

 まず、ブトワール市と協定締結に向けて準備していくこととなった経緯でございますが、まず

(1)でブトワール市と新たな関係について御説明を申し上げますと、ブトワール市にはＡＭＤＡの

ネパール支部によりＡＭＤＡネパール子供病院を1988年11月に設立しており、運営をＡＭＤＡネパ

ール支部、ブトワール市商工会議所が協力し運営をしているところでございます。 

 次に、(2)ブトワール視察団の受入れでございますが、御承知のとおり、本市はＡＭＤＡとの協

定を締結しており、その関係でブトワール視察団が今年５月30日に本市の障がい者施策等を学びに

来られたところでございます。 

 視察団のメンバーにつきましては、４ページをお開きください。４ページの下のところの「総社

市を訪問して」の２行目でございますけど、ブトワール市長、行政、商工会議所、ＡＭＤＡ関係者

の合計６名で視察に来られ、視察では総社市の取り組んでいる障がい者千五百人雇用政策に深く感

銘を受け、今後総社市の政策を手本とし、ブトワール市でも行政と企業が提携して障がい者への雇

用機会の提供を促進していきたいと考えられたところでございます。総社市といたしましては、ブ

トワール市の総社市の障がい者施策を勉強したいとの意向を踏まえ、両市でどういったことが連携

できるかをまず検討していきたいと考えているところでございます。 

 資料２ページの(3)にお戻りください。 

 障がい者雇用支援協定（仮称）でございますけど、両市でどういった連携ができるかなどの内容

を検討していくためには、ブトワール市においては国の承認が必要となります。国のほうはネパー

ルになりますけど、承認が必要となります。そのため、総社市から協定締結に向けて連携内容の検

討などの準備を進めている旨の証明書が必要となり、この証明書を基に国との協議を行うこととな

っております。 

 (4)になりますが、両市で検討した連携内容等を総社市では市議会に、ブトワール市では国と協

議をした上で、承認が得られれば、両市での協定の締結をすることとなります。将来的な話で、ま

だまだ分からない話ではございますけど、もしこの協定がうまくいけば、将来的には姉妹都市とし

ての締結ということの話にもなるのではないかと思っているところでございます。 
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 続きまして、３ページを御覧ください。 

 まず、申し訳ありませんけど、訂正でございます。 

 ３ページにブトワール市の位置を示している地図でございますけど、矢印の位置が少しずれてお

りまして、矢印をそのまま下にずらしていただいて、最初の赤丸がある位置、そちらがブトワール

市の位置でございます。訂正のほどをよろしくお願いいたします。 

 それでは、簡単にブトワール市の概要でございますけど、国名はネパールで、ブトワール市は

1959年に基礎自治体として設立され、2014年に人口規模により準大都市となり、2021年の国勢調査

による人口は19万4,335人となっております。主要産業、施策の概要以下につきましては、記載の

とおりとなっております。 

 説明は、以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） すみません。障がい者雇用支援協定（仮称）で、これから連携内容を検討

するということなんですけれど、連携内容も決まってないのに、協定をすることは前向きに考えて

いるということですよね、そもそもそこに矛盾があるのかなと私は思いますが。まず何をするのか

が決まってから協定を考えるんじゃあないですか。先に協定を考えて、それから連携内容を考える

んですかね。今お互いに情報交換するだけだったら、これはＡＭＤＡを通じてできるでしょうし、

それこそオンラインでできるでしょうし、まず連携内容も決まってないのに協定の話が先に持ち上

がることのほうが私はちょっと疑問を感じるんですが、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） まず、ブトワールの意向として、本市の福祉政策を勉強したいという

ような御提案がありました。それに対してどういったことができるかということをお互いに話を進

めていきたいというところで、それがたまたま、ちょっと、すみません、「連携協定」という「協

定」という名前を使っているんですけど、まずはどうすればブトワール市さんが本市の施策を勉強

することについてやっていけるかというところを話し合っていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） ブトワールとおっしゃいましたが、私が調べたときにはブトワルと言って

ましたけど、まあまあそれはどちらでもいいですが。ブトワール市が勉強したいということを何も

阻害するつもりはもちろんございませんし、それは互いにいい施策ができればいいと、それはもち

ろんそのように思うんですが、協定というのは意外に、意外にというか、結構重いものだと思うん

ですよ。しかも、相手は国ですよね。ブトワール市とは言っても、ネパールの政府が承認しないと
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進まないという国とのことですよね。かなり協定というのが、私も勉強不足だったので調べてみま

したら、条約ほどの厳格な形式は取らないでする国家間の取決めとか、そういうようなことも出て

くるんですが、実際には政治的に重要な意味を持つようなことを「協定」というふうに表現するこ

ともあるというようなこともあるぐらいです。結構、協定って大切というか、重要なんですが。そ

れを安直にとは申しませんけれど、進めるのがちょっと早過ぎるのかなというような気がします。

実際、その連携内容として、今勉強をしに来られるということは本当に大いに結構ですが、あまり

急いで進めるものではないのかなというふうな気がいたします。そのあたりは、国と協議をした上

で、この資料にもあるように、ブトワール市は、ちょっとこういったところからも慎重になったほ

うがいいのではないかというふうに思いますが。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） 溝手副委員長がおっしゃるとおり重要な案件だと思っております。ま

ず、どういったことができるかという話合いをすることも、ブトワール市ではネパールの国の許可

というか、承認が要るということです。なので、そうした準備を進めていくという意向をまずは示

さないと話が前に進んでいかないというところもありますので、協定をするかしないかというのは

内容を見て議員の皆様方にも御協議をさせていただこうと思いますけど、まずは話合いを持つテー

ブルをつくっていきたい、そのためには準備を進めているという証明をブトワール市に発行させて

いただかないと次に進まないというところで今回御報告をさせていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） 資料の２ページの下のほうにあるように、総社市では市議会と協定内容等

を協議した上でということですよね。締結に向けて準備を進めている旨の証明書を先方へ発行され

ると。だけど、協定内容の協議はいつする。だから、今の時点では協定というか、提携の内容が決

まってないんですよね。だから、協議ができないんですよね。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） ちょっと説明が足りてないと思うんですけど、まずはブトワール市は

総社市の施策について勉強をしたいと言ってきてることに対して、どういったこと、どういった協

力関係が築けるかという話合いを持ちたいと思っております。そのためには、ブトワール市に協定

を締結する云々かんぬんじゃなくて、そういう連携を進めていくというような内容の証明を発行し

ないと話合いのテーブルに着けないので、協定をするしないというのは今後先の話になってくるん

ですけど、取りあえずはどうやったらブトワール市がうちの障がい者施策を勉強できていけるかと

いう、そのためにどういった協力関係ができるかというのを、約束事を、先ほど副委員長も言われ

たように、国との話にもなってくるかもしれないので大事なことなので、こういったことはこうい

うふうにしましょうというルールを決めた上でやっていかないといけないと思っておりますので、
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まずはそういった内容を検討するテーブルをつくっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） 今回、ブトワール市から総社市へ何をしに来られたんでしょうか。書いて

あるとおり、総社市の障がい者施策等を学びに来られたんですよね。協定がなくても学びに来られ

てるじゃないですか。ＡＭＤＡが間に入って、できたんですよね。これをどうしても総社市と協定

を結ばないと、ブトワール市は総社市の施策の勉強ができないんですか。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） 今回、ブトワール市が総社市に視察に来られるのも、国の承認を得て

来られたそうです。今回は、ＡＭＤＡが間に入ったという関係で承認が得られたんだと思うんです

けど、うちと何らか協力関係を築きながらうちの施策を勉強するということについては、ＡＭＤＡ

も間に入っていただいて、いろいろ３者で話合いを進めていかなければいけないと思うんですけ

ど。ですので、テーブルに着くための証明書を発行したいというふうに考えているところでござい

ます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） ですから、ＡＭＤＡはすっとばかして直接やり取りを、例えばオンライン

でブトワール市と総社市が何かこうやり取りをするのにも、ブトワール市は国の許可が要るってこ

となんですか。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） どこまでのレベルで国の承認が要るかというところまでは全てを把握

しておりませんけど、少なくともお互いに勉強をしていくという、連携を図っていきましょうで、

将来的なルールづくりをしていきましょうという、そのルールについては国の承認が要るというふ

うには思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） すみません。私も、お互いがやり取りというか、勉強し合うというか、そ

ういったこと自体が駄目とか悪いとかと言ってるわけではないんですが、いいことだから進めれば

いいという問題でもないと思うんです。ここはやはり慎重に慎重を重ねたほうが私は無難かなとい

うふうに思います。本当に単純に、今のいただいた資料を見ても、市の規模も、人口規模も全く違

いますし、同じことができるとも言えませんし、当然気候も夏は45度になって、冬は氷点下７度と

なって、大分総社市のと違いますし、状況が大分違うんで、せっかくのオファーだから、ふだんか

ら協力関係であるＡＭＤＡ、特に菅波代表もここへ写っていらっしゃいますけど、そういった方か

らのお勧めもあって進めたいというふうな気持ちになるのは分かりますけれど、ちょっと慎重にな

ったほうがいいというふうに私は感じます。理由は、今まで申し上げたとおりです。本当に慎重な
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ほうが私はいいと思います。ちょっと質問になってませんが、すみません。 

○委員長（萱野哲也君） 他にありませんか。 

 深見委員。 

○委員（深見昌宏君） 今、溝手副委員長が言われることももっともだと思うんですよ。まだでも

これは協定に至ってない過程の話を今してるわけですよね。市議会とも連携を取りながら報告し合

ってということだと思われるので、将来的に協定になるかどうかというのは分かりませんけれど、

やってることは悪いことじゃないんでええことだと思うんで、こういう報告も随時いただきながら

進めていっていただきたいと思うんですけど、今回はその報告だけということですよね、これは。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） はい、報告という形で、ブトワール市から総社市の施策について勉強

していきたいと、そのためのルールづくりをしていかないと、ブトワール市も例えば職員を派遣す

ることもできないしということもあるので、そのルールづくりをやっていきたいというふうなこと

になっています。ただ、そのルールづくりをするためには、ネパール国の許可が要るってことなの

で、その準備を進めていきますよということの御報告を本日させていただいているところでござい

ます。 

（「はい、分かりました」と呼ぶ者あり） 

○委員長（萱野哲也君） 他にありませんか。 

 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） すみません。だから、準備を進めている旨の証明書をブトワール市へ送ろ

うとされてるってことでしょう。そこを慎重にしてくださいって言ってるんですよ。だから、何を

連携するか決まってないのに、連携する方向で話をしてますよという証明書を発行しようとしてる

んでしょう。何をするんですか。じゃあ今ここで具体的に何かがないと、いやあそれじゃったら進

めていいですよ、それじゃあ進めちゃ駄目ですよという判断ができないでしょう。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） やろうということについては、ブトワール市が本市の障がい者政策を

勉強したいということについてルールづくりをしていきたいというところでございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） ブトワール市が総社市の施策を勉強したい。じゃあこちらからは特に何も

ない。こちらからブトワール市へ訪問することもない。ブトワール市で学ぶこともない。あくまで

ブトワール市が総社市のことを学ぶというためだけの協定というふうに理解していいんですか。そ

うでないのであれば、内容のもっと詳細がある程度決まってないと進めていいか悪いかの判断はで

きないと思います。 

○委員長（萱野哲也君） 政策監。 

○政策監（難波敏文君） 今回、総務部長がずっと御説明をさせていただいております。経緯とし
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ましては、視察にお見えになったときに私どもの障がい者雇用を学んでいただいたときに、ぜひ向

こうの市長のほうが今後勉強をしていきたい、そういった上で協定も締結を視野に入れてというこ

とでお話をさせていただきました。そうした中で、先ほど部長もちょっと言いましたけど、ブトワ

ールから職員もできれば勉強に派遣をしたいという思いも向こうの市長は持ってるところでござい

ます。基本的に、今回御視察に来られたときにお話が出た内容は、障がい者雇用でございます。障

がい者雇用を進めていく上で、先進地である総社市と協定締結等を結んで進めていきたいというの

が向こうの市長の御意向でございます。今後、協定締結に向けてというか、協定締結に至るようで

ありましたら、障がい者雇用が前提の中で、協定の中身ですね、本市がどういうことができるか、

向こうがどういうことをできるか、どういうことをしたいか、そういう協定の中身につきまして

は、今回初めて国外ということもありますので、協定の中身につきましては市議会の議員の皆さん

に報告、例えば調査事項になるかもわかりませんけど、そういった報告をしながら中身は詰めてい

きたいという思いでございます。前提は障がい者雇用で、中身については、今後ブトワールにつき

ましては当然国との協議も必要になりますし、その中身はそのまま私ども総社市のほうで受けられ

る内容かどうかというのも当然我々は議員の皆さんに示しながら内容を詰めていく必要があるとい

うふうに思っております。ただ、そうしたことを進める上でも、お互いがそういうことを前向き

に、中身はまだでございますけど、そういうことを進めていきましょうという証明ではありません

けど、そういったものの発行が必要になるということで、この準備をさせていただきたいというふ

うに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） すみません。分かったような分からないような、証明ではありませんが、

そういったものって、これは証明書をってきちっと書いてあるんで、証明書ですよね。証明書のよ

うなものじゃなくて、証明書ですよね。 

○委員長（萱野哲也君） 政策監。 

○政策監（難波敏文君） 今ここでは証明書というふうに記入をさせていただいとりますが、これ

がまだどういったもんがブトワール市のほうが要るかというのは、まだ私どものほうには届いてま

せん。まだ届いてませんので、これがどういった証明書、証明書という単語がいいのかどうかちょ

っと分かりませんけど、どういったものが要るかというのは、まだブトワール市のほうから報告を

受けておりませんので、多分ブトワール市がこういったものに証明みたいなものをしてくださいと

いうような書類が来るんではないかというふうに思っておりますが、ここは証明書になるかどうか

というのは、ちょっとまだ今のところは定かではございません。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） よろしいですか。 

 副委員長。 
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○委員（溝手宣良君） すみません。承知しました。ここでは証明書と書いてるけど、これはどう

いった形になるか分からないということで、失礼いたしました。 

 国際間なので、そこが一番気になる、文化も違いますし。ただ、総社市が取り組んでいる障がい

者雇用、この施策自体が世界的に評価を受けて、こういった申入れがあったりすることについては

一市民としても誇らしく思うところでございます。このこと自体を否定しているものではないです

が、どういった協定の内容になるのか。それが初めての国際間であると。それが本当に人口７万人

に満たない総社市がそれに取り組もうとするのはすごいことなんですけど、いささか心配のほうが

勝っているというのが正直なところです。すごいことなんですけども、すごいというのはいろんな

意味がありまして、すごいイコールいいこととも限りませんので、本当に僕は慎重に、進めるにし

ても進めていく必要があると思います。 

 ここで１点気になるのが、市議会と協定内容等を協議した上でというものですが、このときの協

議が、担当委員会だからここの文教福祉委員会のことになるのか、全体になるのか、そういったこ

とも含めて、仮に議会がこれは駄目ですよと言ったら、そのまま駄目になるというか、内容を見直

していくものなのか、市議会はこう言ったけど、総社市はこうしたいからこうするというふうにな

っていくのか、そういったところもちょっと、もし今明確に御答弁がいただけるのであれば。 

○委員長（萱野哲也君） 深見委員。 

○委員（深見昌宏君） 調査事項になっていってるみたいなんで、今報告を我々は受けてるんです

けど、これを調査事項として切り替えますか。内容的にはそのように踏み込み、踏み込みいってる

んで、これは委員長の判断にお任せしますけど、どんなですか。 

○委員長（萱野哲也君） 切り替えますかというか、切り替えてほしいのであれば、そういう申入

れがあれば切り替えますけど、まだそういう申入れは受けてない。委員長に任せますと言われて

も、皆さんが切り替えてください、調査事項にしてくださいと言われればしますけど、僕がします

って言うもんではないと思うんですけど。 

○委員長（萱野哲也君） 深見委員。 

○委員（深見昌宏君） 溝手委員の言われることも僕らも分からんでもないんですけど、あまり踏

み込み踏み込みいってるんだったら、僕は調査事項に切り替えていったほうがええんかなというふ

うに思うんですけど。報告は取りあえず報告として受けて、次回に調査事項にするとかというふう

に、この話は今ここで決着がつくような話になってないような気がするんですけど、これは、委員

長、どう思われますか。 

○委員長（萱野哲也君） 分かりました。 

 今は報告事項なので、報告事項を受けて、それに伴う報告事項のための質疑までとして、後日調

査事項といたしたいと思いますけれども、皆さんはどうでしょうか。調査事項として取り扱ってよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（萱野哲也君） 分かりました、調査事項で。 

 あと副委員長からの御質問があったんですけれども、答弁願えますか。 

 政策監。 

○政策監（難波敏文君） 先ほどの溝手副委員長の御質問でございます。 

 今回、国外との協定ということもございます。ネパール側が国との協議をしていく中で、ブトワ

ール市はブトワール市の協定の内容というものは当然お示しをされるというふうに思っておりま

す。我々総社市側は、その協定内容をそのまま受け入れることができるか、ここはこういった変更

が必要になるだろうというようなことも、この協定につきましては議員の皆さんに、取りあえず文

教福祉委員会が担当になると思いますけど、協定の中身、内容は今こういったことで考えてますよ

と、そういったところでお示しをしながら、議員の皆さんの御意見も聞きながら、その中身を、ま

た修正すべきところは当然修正をしたいというふうに思っております。これは、その修正がそのま

まブトワール市が変更した場合は、また国で協議がそれが通るか通らないかということもあるかと

いうふうには思っておりますが、協定の中身につきましては議員の皆さんに内容をお示しをしなが

ら、進めるべきものは進めたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） じゃあ私から、１点。 

 深見委員も溝手委員が言われることも分かるんですよ。溝手委員は、準備ということで協定を進

めている証明書をブトワール市に、これが既成事実になって、引継ぎ事項ではありませんから、２

週間前に言えばいいルールなんで。なんで、議決事項じゃないんですけれども、協議する段階で既

成事実になって認めざるを得ないことにならないかということを溝手委員は懸念してると思って

て、深見委員はそうじゃなくて、その考え方なんだと思うんですけど。 

 じゃあ１点。じゃあこれは調査事項にしますと。だけど、溝手委員が言うように、ここの協定に

向けてる準備の証明書の発行というのは、次の調査事項があるまではストップしていただけるんで

しょうか。じゃあないと、ここで報告事項だから駄目だって調査事項に切り替えて、後日調査事項

までの間、ここの発行の証明というのはストップしていただけますか。ストップしていただかない

と、ここ……。 

 政策監。 

○政策監（難波敏文君） まだブトワール市のほうからはこれをいついつまでにどういったものを

出してくださいと、そういったものは当然まだ来ておりませんので、ちょっとまた開催時期につい

ては、もしそうしたことがあれば委員長とお話をさせていただくということがあるかというふうに

思っておりますが、今委員長がおっしゃいましたように、何らかの発行が必要ということになると

思いますんで、それは次回の調査事項、調査の所管事務委員会があるまでは発行しないようにとい

うことは、そういうふうに努めていきたいというふうに思っております。 

○委員長（萱野哲也君） 理解しました、調査事項に。 
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 他にありませんでしょうか。 

 山名委員。 

○委員（山名正晃君） これはちょっと報告ですんで、この中身に関してちょっとお聞かせをいた

だきたいんですけども、これって協定じゃなければならないんでしょうか。それはほかの、いうた

ら、ネパール側の国に総社市とこういうものをやろうとしてるんですという動きを見せなきゃいけ

ない。そうしないとテーブルに着けないという話があったんですけど、これは協定じゃないと駄目

なのか。今この報告が上がってる。協定の話でざっと進んでるんですけれども、ここは別に、例え

ばですけど、前に熊本市と川島町、頑張ろう障がい者雇用宣言ですとか、そういったものでお互い

の市長の署名があったりするものが、お互いにやっていきましょうというものだと思うんですけど

も、これ前提で動いていくという認識でよろしいんですか。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） 今「協定」という名前を使ってるんですけど、ある一定のルール事を

決めていかなければいけないと思ってます。その名前が「協定」がいいのか、どういった名前がい

いのかというのは、これからちょっと相手側と話をさせていただきながら決めさせていただければ

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 山名委員。 

○委員（山名正晃君） 分かりました。 

 じゃあ今は協定ではない。何をするか分からないですけど、協定を仮に今使ってるだけで、これ

が何の形になるかは分からないという、うちらはこういう認識を、この報告では「協定」って書か

れてるんですけども、我々委員会も議会もそういう認識をしてよろしいですか。協定かもしれない

ということでいいですか。 

○委員長（萱野哲也君） 総務部長。 

○総務部長（内田和弘君） 協定になるかもしれないですけど、ルール事を決めていきたいという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（萱野哲也君） これをもって、質疑を終結いたします。 

 本件については報告を受けたということにいたします。 

 次に、報告事項の２、病院施設整備補助事業の進捗状況について当局の報告を願います。 

 健康医療課長。 

○健康医療課長（白神 洋君） 報告事項の(2)病院施設整備補助事業の進捗状況について、病院

施設整備補助事業審査委員会の進捗のほうを御報告させていただきます。 
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 (1)の病院施設整備補助事業審査委員会の開催の状況でございますが、前回の説明で表に記載し

ておりますとおり、第２回までの審査委員会につきましては御説明のほうをさせていただいており

ますが、本日は第３回目の審査委員会のほうを令和５年５月25日に開催のほうをいたしましたの

で、その概要について御報告申し上げます。 

 案件につきましては、引き続き長野病院の補助金交付申請に対する審議でございます。 

 第３回目の委員会で議論した主な内容としましては、第２回目の議事録の承認、また委員会の第

２回目の会議で質疑をいただいたものに対する回答、また委員会としての意見の取りまとめ、この

３点でございまして、１点目の第２回目の議事録につきましては、こちらは特に修正はなく承認さ

れましたので、６月８日から総社市のホームページにて掲載のほうをいたしているところでござい

ます。 

 ２点目の第２回目の質疑に対する回答につきましては、前回会議で多く御質問のほうをいただい

ておりましたので、申請者のほうに確認のほうを取りまして委員に回答のほうをいたしたところで

ございます。内容といたしましては、医師以外のスタッフの人数や東の配管の位置または種別、ま

た購入予定の医療機器の利用目的、災害時の対応、救急診療の動線、そういったことについて御質

問をいただきまして御回答したところでございます。 

 次に、３点目の委員会としての意見の取りまとめについてでございますが、ここまでの議論の状

況から、施設や医療機器の内容につきましておおむね委員からの確認が済んだことから、補助対象

について審査委員会としての取りまとめに向けた議論を行ったものでありまして、これまでの委員

の御意見を踏まえた施設及び医療機器の補助対象分の特定について確認のほうをいただきまして、

御意見をいただきました。その中で、災害拠点機能などは補助の対象とする上で、災害時に確実に

機能を果たせるよう災害対応マニュアルや年１回以上の災害訓練の実施などの条件を付すべきであ

るという意見などもいただいたところでございまして、そういった御意見などを反映した形で、本

審査委員会の意見の取りまとめ書類の作成を現在審査会の委員長を中心として行っていただいてい

るところでございます。 

 次に、資料の中段にございます第３回審査委員会後の流れでございますが、第３回目の議事録に

つきましては、今後承認をいただけたらホームページで公開予定でありまして、また審査会の意見

の取りまとめ書が完成いたしましたら、市長宛てに提出をいただくように考えているところでござ

います。 

 次に、(2)の今後の予定でございますが、書類「６月頃」のところですが、この専門家の先生な

どに御確認いただいた意見書を踏まえた上で、市から長野病院に対しまして申請の修正を依頼する

予定でございまして、修正された申請書が提出され、審査委員会の意見どおりということになれ

ば、補助金交付決定を行いたいと考えております。また、以下に記載しております７月以降のスケ

ジュールにつきましては、前回から変わりないところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（萱野哲也君） これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 山名委員。 

○委員（山名正晃君） お聞かせください。 

 ここの第３回審査委員会後の流れの部分で、意見をまとめて意見書を市長宛てに提出とあります

が、この意見書の内容というのは、これを公開されますか。それとも、これは非公開となっていく

のかというところと、この下のほうに書かれている６月頃に意見書を基に市から申請者に申請書の

修正依頼を予定ってあるんですけど、これは具体的にどういった修正依頼をかけていくのか、この

２点を教えてください。 

○委員長（萱野哲也君） 健康医療課長。 

○健康医療課長（白神 洋君） 山名委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、意見書の公開、非公開のことでございますが、こちらは内容といたしまして、中に詳細な

部屋ごとの数量であるとか、かなり細かい内容が載ってまいりますので、公開のほうではなくて、

非公開という形に考えているところでございます。 

 また、申請書の修正の件でございますが、こちらはその意見書というのを市としても最大限尊重

した形で長野病院には申請書のほうを委員会の意に沿った形に修正してもらいたいという考えでご

ざいますので、市からの通知にその意見書を添えた形で長野病院にこういった形の修正をお願いし

たいということで依頼をかけたいと考えているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（萱野哲也君） 他にありませんか。 

 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） すみません。確認なんですけど、これは８月開院に向けては、特に障害は

今のところなさそうな感じなんですかね。 

○委員長（萱野哲也君） 健康医療課長。 

○健康医療課長（白神 洋君） 溝手副委員長の御質問にお答えします。 

 ８月開院に向けての障害と言われるところでございますが、イメージとしては、人員とか、そう

いったイメージでございますでしょうか。 

（「トータルで」と呼ぶ者あり） 

○健康医療課長（白神 洋君）（続）そうですね。特に、８月１日というのがオープンと聞いてお

りますが、そういった開業に至る中で何か特にトラブルがあったとかといったことは申請者のほう

からは聞いてないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） 承知をしました。 
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 ここの報告にもあるように、議事録はもう既に公開されておりまして、私も議事録を拝見して今

おっしゃったように、人員についての心配もこの審議会でもされておりまして、議事録の内容を事

細かにと言うつもりはないんですが、開院すると、これは当然災害拠点機能であったり、２次救急

機能というものがかなり重要なウエイトを占める病院施設整備補助事業だと思うので、開院と同時

に、本当に不吉なことを申し上げるようで申し訳ないんですが、８月１日に災害が発災するかもし

れないんですよね。そうしたときに、本当に災害拠点機能が備わっている状態で開院されるのか、

２次救急も24時間365日体制のはずなんですけど、スタートが１名みたいな議事録も見えたような

気がしたんですが、本当に２次救急機能がきちんと備わった状態で開院できるのかといったところ

の確認は取られていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（萱野哲也君） 健康医療課長。 

○健康医療課長（白神 洋君） 溝手副委員長の再度の御質問にお答えいたします。 

 ２次救急・災害拠点という形で非常に重要なことということで、委員会の中でもかなり議論があ

ったところでございます。 

 24時間365日の救急ということでございますが、こちらについては、今申請者に確認を取ったと

ころ、ローテーションをしまして、そういった形での体制を整えるという形に聞いております。ま

た、災害拠点機能につきましては、審査委員会でも、先ほども申し上げましたが、いろんな条件づ

け、そういったものをきっちり行った上で、有事の際には機能が発揮できるようしっかりと体制を

整えるべきであるというようなことも言われてるところでございますので、交付決定の際にはそう

いった条件づけも一応行いまして、申請者にその旨をお伝えしまして初めて交付決定という形にさ

せていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（萱野哲也君） 副委員長。 

○委員（溝手宣良君） 本当に市民の注目も高い事業ですので、開院したときに市が望んでいる機

能が100％提供していただけるような体制であるべきだろうと思いますので、そこは強く願いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（萱野哲也君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（兼新型コロナウイルス感染症対策室長）（上田真琴君） すみません。１点補足

をさせていただきます。 

 まず、今溝手副委員長がおっしゃられたように、我々としてもしっかり実績を確認しながら予算

執行してまいりたいと思っております。 

 また、今回の資料におきまして第３回の意見の取りまとめとしまして、９月以降に第４回審査委

員会となっているところなんですけれども、こちらにつきまして、その審査委員会としての意見書

を今委員長を中心にまとめていただいておりますが、この意見書を整理していくに当たってさらに

確認が必要だということが生じた場合には、第４回というのをもしかしたら開催する可能性もある
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というところがございますんで、その点をちょっと補足をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（萱野哲也君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（萱野哲也君） これをもって、質疑を終結いたします。 

 本件については、報告を受けたということにいたします。 

 次に、報告事項の３、2024そうじゃ吉備路マラソンについて、当局の報告を願います。 

 スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（倉本伸一君） それでは、６ページの資料３を御覧ください。 

 報告事項(3)2024そうじゃ吉備路マラソンについて報告させていただきます。 

 (1)2023そうじゃ吉備マラソン収支決算です。 

 収入の部といたしまして、３種目の参加料の計が5,197万6,000円、負担金等として総社市からの

負担金などを合わせまして4,291万1,105円で、雑入、繰越金などを合わせまして、収入の計が１億

455万8,169円となっております。 

 支出の部でございますが、会議費が５万1,300円、コース・会場設営費等が2,179万1,988円、大

会運営費が、記録集計システム代や警備費に係る費用などでございまして6,453万3,716円、企画・

宣伝・通信運搬費につきましては1,410万8,768円、フォトコンテスト経費やその他諸経費を含めま

して、支出合計のほうが１億263万5,455円となっております。 

 収入合計から支出合計を引きまして192万2,714円となりまして、それを2024大会に繰り越したい

と思っております。 

 続きまして、７ページを御覧ください。 

 (2)2024そうじゃ吉備路マラソンの概要について説明させていただきます。 

 日時のほうが令和６年２月25日の日曜日、大会概要といたしまして、種目については、2023大会

は３種目でございましたが、その３種目に加えまして、子どもたちも参加できる種目ということ

で、５㎞、３㎞、1.5㎞、800ｍを加えた７種目で、募集人員の合計が２万2,000人として実施した

いと考えております。主な変更点といたしまして、３㎞につきまして、これまでは年齢区分のほう

が小・中学生ということで実施しておったんですが、スタート時に押したり、ぶつかったりと、非

常に危ない状況でございました。実際に転倒事故があったこともありましたので、安全面を考慮い

たしまして、今回から年齢区分のほうを中高生以上というふうに変更させていただいております。

小学生を除く代わりに、高校生以上の方についても参加していただけるように変更しております。

小学生につきましては、時間を競うことのないランニングイベントのほうに参加していただきまし

て、安全で、楽しく参加していただけるものと思っております。また、スタート時間等につきまし

ては、今回も岡山県立大学様の入試と重なっておりますので、2023大会と同様に、例年より１時間

遅くなっております。また、ハーフマラソンの制限時間につきまして、これまでより15分延長して
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３時間ということに変更したいと考えております。参加料につきましては、フル、ハーフにつきま

しては、2023大会と同様で、10㎞、５㎞、３㎞、1.5㎞、800ｍにつきましては、昨今の物価高騰の

影響を考慮しまして、前回実施予定でした2020大会の参加料の約1.2倍ということで皆様のほうに

お願いしたいと考えております。その他といたしまして、引き続き安全対策の強化や大会の満足度

のアップ、協賛スポンサーの獲得に力を入れていきまして、協定先のマラソン大会とも連携しラン

ナー、ボランティアの確保、特に今回はボランティアの確保につきまして、強制になることのない

よう工夫を凝らして取り組んでいきたいと考えております。 

 続いて、８ページを御覧ください。 

 2024大会の収支予算につきましてです。 

 収入の部といたしまして、参加料が１億262万円、負担金等が5,100万円、雑入が50万円、前年度

繰越金が192万2,000円で、収入合計が１億5,604万2,000円としております。 

 支出の部につきましては、会議費６万円、コース・会場設営費が2,830万円、大会運営費が１億

250万円、企画・宣伝・通信運搬費が2,180万円、フォトコンテスト経費やその他諸経費を含めまし

て、支出合計が１億5,604万2,000円として大会運営のほうをやっていきたいと考えております。 

 報告は、以上です。 

○委員長（萱野哲也君） これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 山名委員。 

○委員（山名正晃君） 協賛に関して、来年度の予算で2024のマラソン収支のことに関して聞かせ

ていただきたいんですけども、今ホームページとかでも流します、応援企業の募集についてという

のが出てます。そのほかにも、いろんな販売ですとか広告、給水所とかもあるんですけど、ここは

たしかマラソンって、コースにもできたと思うんですけども、コースというのは、こういう募集で

はなくて、それぞれ企業のほうにこちら側から声をかけていくのか、それとも広く募集していくの

か、ちょっとここの協賛プランが載ってなかったんで、どういうふうにしていくのか。 

○委員長（萱野哲也君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（倉本伸一君） 山名議員の御質問にお答えいたします。 

 コーススポンサーにつきましては、市内に会社がある企業優先ということでもともと進めており

ましたんで、ここについては広く公募という形ではなくて、こちらからお声がけということでさせ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 山名委員。 

○委員（山名正晃君） では、あと一点なんですけども、令和６年は２月25日の日曜日に開催する

ということで、これは委員会のほうでも話が出ておりました。市長のほうからもあったんですけ
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ど、岡山県立大学と試験がちょっとかぶってしまうんだということで、もし日程を変えるんでした

ら、この夏までに方針を示していかないと変わらないというのがありました。その後、ちょっとそ

れこそ令和７年にはなると思うんですけども、ここからの日程調整に関してどう進んでおります

か。 

○委員長（萱野哲也君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（倉本伸一君） 山名議員の再度の御質問でございます。 

 マラソン大会の日程の件でございますが、御承知のとおり、例年２月の最終週でありますと、年

によっては岡山県立大学と入試の日程がかぶってしまうということでございます。今のところ、２

月、３月の他の週の大会等を調査をしておりまして、審判で必要な陸上競技協会のほうとも今協議

を進めているところでございまして、今のところまだ調査中でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（萱野哲也君） 他にありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（萱野哲也君） これをもって、質疑を終結いたします。 

 本件については報告を受けたということにいたします。 

 以上をもちまして、本日の報告事項は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、本委員会を閉会いたします。 

閉会 午後０時12分 

 

 


